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第７章 1.5 車線的道路整備（案） 

１ 総則 

１－１ 1.5 車線的道路整備とは 

1.5車線的道路整備とは，１車線と２車線の中間的な整備を行うものではな

く，路線の状況に応じて，１車線改良，待避所設置，突角除去，安全対策等の

あらゆる手法を取り入れ，効果的に組み合わせることにより，住民の理解を得

て，地域の実情にあった整備を行うものである。 

基本的に県管理国道は対象としない。 

 

１－２ 導入の背景 

公共事業などの社会資本への投資余力が減少していく中で，必要な道路整

備を着実に推進していくためには，これまでの資産も有効活用するなど，よ

り効率的な整備手法を取り入れていくことが必要である。 

 

１－３ 整備方針 

交通量の少ない中山間地域や離島の道路は，国の基準を画一的に適用す

ることなく，２車線整備にこだわらず地域住民と協議し，理解を得て，地

域の実情に即した道路整備を進めることにより，コスト縮減や事業のスピ

ードアップを図り，限られた予算の中で早期に 大限の整備効果を県土に

くまなく波及させることを目的として，1.5車線的道路整備を行うものであ

る。 

 

１－３－１ 整備区間・方法 

1.5 車線的道路整備区間では，２車線整備は基本的に行わない。また，橋

梁計画についても原則行わない。現況橋梁の補修等で対応する。 

行政区域等にとらわれず，一連の区間において整備計画を作成する。 

計画にあたっては，検討時に路線の性格に合わせて，その道路が備えるべ

き安全性を考慮するとともに，整備目標を設定し，１車線改良を基本に，待

避所設置，突角除去，安全対策等の整備箇所，延長を検討する。 

 

表１－１ 整備種別とその内容 

整備種別 内 容 

１車線改良区間 
（第３種第５級） 

基本的な整備手法。 
現道が狭く（概ね幅員４ｍ未満）または長い距離で視

距が確保されていない等の区間で，県条例※に従って

待避所を設けながら１車線で改良。 

待避所設置区間 
現道幅が比較的広く，直線部で視距が確保されている箇

所は，車線のすれ違いのための待避所を県条例※に従っ

て設置。 

突角除去区間 
見通しの悪いカーブや車両のすれ違いのために，急カー

ブ区間の線形改良や幅員の確保を図る。 

安全対策 
集落内の必要な箇所には，歩道を設置したり，危険な箇

所には，カーブミラーやガードレール等を設置する。 

※県条例：県道の構造の技術的基準等を定める条例（H24.12.25公布） 
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１－３－２ 住民への説明と理解 

地域の実情に即した 1.5 車線的道路整備をスムーズに進めるためには，住

民への説明と理解が重要であり，設計計画において住民意向を反映すること

や，事業の必要性・事業内容について，関係者も含めて十分な説明会等を行

う。 

 

１－３－３ 整備効果の検討 

より効果がも求められる 1.5 車線的道路整備の効果としては，現況に比べ

ての効果と通常の２車線道路整備に比べての効果に分けられ，具体的にどの

ような効果が見込まれるか検討する。 

 

表１－２ 整備効果の検討内容 

対比 検討内容 

現況との対比 
直接的効果：時間短縮，地域活性化，事故の減少等 

間接的効果：住民満足度，地域活性化 

２車線整備との対比 
コスト縮減，事業効果早期発現，工期短縮，環境負荷

低減等 

 

２ 技術基準 

２－１ 対象区間 

適用する対象区間は，「３ 選定基準フロー（案）」により抽出された路線

を基本とする。 

 

２－２ 適用基準 

適用基準は以下のとおりとする。 

(1) 道路構造令（Ｈ23.12.26 改正） 

(2) 道路構造令の解説と運用（Ｈ27.6.30 改正） 

(3) 県道の構造の技術基準を定める条例（Ｈ24.12.25 公布） 

 

２－３ 設計区間 

道路構造令の解説と運用（Ｈ27.6.30改正）を基本とするが，主務課協議とす

る。 

 

２－４ 道路の区分及び設計速度 

道路の区分及び設計速度は以下のとおりとする。 

 

表２－１ 道路の区分及び設計速度 

道路区分 設計速度 

第３種第５級※1 40km/ｈ，30km/ｈ，20km/ｈ※2 

※1：第３種第５級を基本とする。 

※2：現況の道路の走行実態調査や地形条件等及び交通規制の運用状況を考慮

しながら，適宜設定する。 
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２－５ 横断面構成 

２－５－１ 車道及び車線 

車道幅員は，４ｍを基本とする。 

ただし，当該道路の交通量が極めて少なく，かつ地形の状況その他特別な

理由によりやむを得ない場合においては，３ｍとする。なお，第３種第５級

に適宜設置する待避所の車道幅員は，５ｍ以上を基本とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－１ 車道幅員 

 

２－５－２ 路肩 

車道の左側に設ける路肩の幅員は，0.5ｍ以上とする。ただし，歩行者が予

想される区間においては，安全を確保するため路肩幅員を拡大し，歩行者等

の通行区間を確保し，路面標示で区画する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－２ 路肩部 

 

区画線による歩行者等通行空間
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２－５－３ 保護路肩 

保護路肩の 小値は，0.5ｍとする。 

 

２－５－４ 歩道 

歩道については，県道の構造の技術基準等を定める条例（H24.12.25 公布）

及び移動円滑化ために必要な県道の構造に関する基準を定める条例

（H24.12.25 公布）により整備すること。 

 

２－６ 幾何構造 

２－６－１ 曲線半径 

曲線半径は，表２－２を標準とする。 

 

表２－２ 曲線半径 

設計速度（km/ｈ） 曲線半径（ｍ） 

40 60 50 

30 30 － 

20 15 － 

 

２－６－２ 制動停止視距 

視距は 30ｍ以上確保することを原則とする。 

ただし，地形の状況その他特別の理由によりやむを得ない箇所については，

突角除去や道路反射等を設置し，道路構造令及び県条例の視距を確保する。 

道路構造令の解説と運用では，第３種第５級については，すれ違う余裕が

ないので，対向する車も考えて制動停止視距として２倍の長さが必要である

とし，また，道路の良い線形の道路を作ることが困難な場合が多いことを考

慮して道路反射鏡など何らかの方法によって，対向車を確認できるようにす

れば，設計に用いる視距は，30ｍ，20ｍにまで下げることができると記載し

ている。 

 

２－６－３ 合成勾配 

道路の合成勾配は，11.5％以下とする。ただし，地形の状況その他特別の

理由によりやむを得ない場合においては，12.5％以下とすることができるが，

安全性に配慮した補助対策（すべり止め舗装や縁石の設置等）を行うことと

する。 

 

２－６－４ 曲線部の拡幅 

曲線部での車両のすれ違いは，小型自動車と普通自動車を想定する。ま

た，比較的交通量が多い場合や大型車が多い場合は，安全面を優先し，普通

自動車相互の必要拡幅量を確保することができる。 

小曲線半径Ｒ＝15ｍの場合，小型自動車 2ｍに必要拡幅量 0.7ｍ，普通

自動車 2.5ｍに必要拡幅量 2.15ｍの所定の幅が必要となり，幅員 7.35ｍを

小値として扱う。 
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図２－３ 拡幅の考え方（参考） 

 

２－７ 待避所 

待避所は，現況道路など残地を有効利用することとし，その他の待避所の

設置については，第３種第５級の道路においては，長さ 20ｍ以上，その区

間の車道の幅員５ｍ以上の待避所を 300ｍ以内の間隔で設ける。 

ただし，曲線部の幅員は，想定される対象車両のすれ違いを可能とする拡

幅量に５ｍを加えた幅員とする。また，縦断勾配のある区間に待避所を設置

する場合，登り車両が優先するので可能な限り坂の上部に待避所を設定す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－４ 待避所（例） 
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３ 選定基準フロー（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－１ 1.5 車線的道路整備区間の選定基準フロー 

 

 

 

 

 

◆路線の選定条件

◆区間の選定条件

1.5車線的整備を行う「候補区間」

  整備目標の設定及び現道状況に応じて，１車線改良，待避所設置，突角除去，安
全対策等を組み合わせて，歩道設置の有無を含めた区間全体の1.5車線的道路整備
計画を作成する。
（区間毎に別途交通量調査を実施）

【区間設定基準】
　・将来交通量の増加が見込まれない区間。
　・整備目標との整合を図ること。
　・地元との調整を図り合意が得られること。

※完成２車線暫定１車線は本整備計画外とする。

1.5車線的整備を行う「区間決定」

谷筋等の狭隘な地域で

２車線整備とすると大
幅な用地や構造物等に

より，費用と時間を要

し早期に整備効果を得

にくい

現況交通量が下記の区間がある路線。
　　①内地については，概ね2,000台／日未満
　　②離島・奄美については，概ね500台／日未満
ただし，事故や災害時に他に代替ルートがない路線は除く。

【整備方法の選定目安】　

緊急輸送道路 公共施設 既成集落 既成市街地 自然環境 整備効果

指定済み

医療福祉施設，
ごみ処理施設，
総合公園，工業
団地等

団地（宅地），
公共施設が存在

用途地域が指定
特に保全すべき
地域

２車線整備区間
Yes

No

No

Yes

Yes
No

Yes

No
２車線整備路線
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図３－２ 1.5 車線的道路整備の概念図 
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図３－３ 1.5 車線的道路整備の実施事例 


